
 

（５）建設業法に違反すると 

  

 建設業者が建設業法や公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律等に違反すると、建設業法の監督処分の

対象となります。処分には、指示処分、営業停止処分、許可の取消処分の三種類があります。 

 

１ 指示処分 

 建設業者が建設業法やその他の法令に違反すると、監督行政庁※による指示処分の対象となります。指示処分

とは、法令違反や不適正な事実を是正するために、企業がどのようなことしなければならないか、監督処分庁が

命令するものです（建設業法第28条第1項）。 

 

２ 営業停止処分 

 建設業者が指示処分に従わない場合、監督行政庁による営業停止処分の対象となります。一括再下請禁止規定

の違反や独占禁止法、刑法などのその他の法令に違反した場合などには、指示処分なしで、直接営業停止処分が

かけられることがあります。営業の停止期間は1年以内で監督行政庁が判断して決定します（建設業法第28条第

3項）。 

 

３ 許可の取消処分 

 不正な手段で建設業の許可を受けたり、営業停止処分に違反して営業したほか、役員などがP.7の欠格要件に

該当したり、また、営業所の所在が分からない場合においては許可の取消がなされます。一括再下請禁止規定の

違反や独占禁止法、刑法などのその他の法令に違反し、情状が特に重いと判断されると、指示処分、営業停止処

分なしで、許可取消となります（建設業法第29条、第29条の2）。 

  

４ 処分の基準 

 指示処分や営業停止処分を行う場合の基準は各監督行政庁で定められており、千葉県の場合は、建設･不動産業

課のホームページから閲覧できます。 

 

５ 監督処分の公表 

 監督処分を行った場合、監督行政庁で備え付けてある「建設業者監督処分簿」でその内容を閲覧できます（千

葉県では建設・不動産業課にあります）。また、営業停止や許可の取消については千葉県報でその都度公告して

います。 

 また、全国の建設業者の処分状況については、国土交通省のホームページから閲覧できます。 

（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/collaboration/） 

 

６ 指名停止 

 指示処分や営業停止処分を受けた建設業者に対し、千葉県の指名停止処分を行うことがあります。 

 

※ 監督処分の処分権者（監督行政庁）は、原則としてその建設業者を許可した国土交通大臣又は都道府県知事

です。 


